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鈴鹿ブランド募集要綱 

 

１．「鈴鹿ブランド」認定の趣旨 

全国に誇れる質の高い優良な「食」の産品を、「鈴鹿ブランド」として認定し、積極的な情報

発信活動を展開することにより、鈴鹿市の知名度・イメージを高め、観光誘客、地域活性

化を目指します。 

 

２．募集期間 

令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月１５日（木）まで 

 

３．申請資格 

(1)鈴鹿市内に本社又は主要事業所を持つ、事業者（個人、法人、団体等）で、鈴鹿

商工会議所及び（一社）鈴鹿市観光協会の会員であること。 

(2)製造又は販売について、関係する法令及び条例により許可、認可又は届出の必要があ

る場合は、当該許可又は認可を得た者や当該届出を済ませた者であること。 

(3)食品製造に係る衛生管理体制・検査体制が確立している。 

(4)責任者、責任の所在が明確である。 

(5)消費者からの苦情・要望等に対する対応ができる体制が確立されている。 

(6)積極的に宣伝・販売促進活動に取り組める。 
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(7)積極的に勉強会等に参加できる。 

(8)事務局からのアンケート調査等に協力する。 

 

４．認定対象 

原則として、申請資格を有する事業者が製造した鈴鹿地域にゆかりのある飲食料品（加

工品等）。 

※飲食店のみで提供される料理は対象外。 

 

５．審査基準 

鈴鹿地域らしいイメージ（伝統・文化等）の商品であり、鈴鹿の優れた素材や技術等を

活かした鈴鹿を代表する地場産品であるもので、以下の５つの審査基準を満たすもの。 

①鈴鹿らしさ：鈴鹿の伝統や文化を活かし、鈴鹿を連想させる創意工夫があるか 

②独 自 性：競合他社にはないオリジナリティがあるか 

③信 頼 性：食品衛生法など関係法令や条例を遵守し、万人が安心して食すること

ができる商品か 

④特 産 性：鈴鹿の特産品として今後成長していくか、または鈴鹿の特産品を活用し

ているか 

⑤市 場 性：現代人のニーズを捉え、万人から愛される商品か 
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６．審査方法 

申請案件について、認定審査委員が認定基準に基づき、審査を行います。 

 

●一次審査 

 日  程：令和８年１月下旬（予定） 

 審査会場：鈴鹿商工会議所 会議室 

 審査委員：外部審査委員（大手大規模小売業者・サービスエリア運営業者のバイヤ

ー等） 

 審査内容：書類審査、安全性・市場性審査、商品審査（パッケージ・商品の見た目・

味など）等 

※商品審査のために申請商品のサンプル（３個程度）を無償でご提供ください。 

 

●二次審査 

 日  程：令和８年２月中旬（予定） 

 審査会場：鈴鹿商工会議所 会議室 

 審査委員：商業・観光対策委員会 

 審査内容：書類審査、安全性・市場性審査、商品審査（パッケージ・商品の見た目・

味など）等 

※商品審査のために申請商品のサンプル（２０個程度）を無償でご提供ください。 
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７．認定 

鈴鹿ブランド認定審査委員による審査結果を受けて、鈴鹿商工会議所と（一社）鈴鹿

市観光協会が認定します。認定された商品等は、各メディアでの PRや展示会等での販売

促進などの情報発信を積極的に行います。 

 

８．申請方法 

鈴鹿ブランド認定申請書に必要事項を記載の上、関係書類を添えて鈴鹿商工会議所ま

で郵送、Ｅメール又はご持参ください。 

 

９．主催団体 

鈴鹿商工会議所、(一社)鈴鹿市観光協会 

 

10．留意事項 

①一商品につき、一つ申請書をご提出ください。 

②申請書類・商品サンプルを無償提供いただき、ご返却いたしません。 

③申請書類の内容については、当該審査以外使用することはありませんが、特別なノウハ

ウや営業上 

 の秘密事項等については、法的保護を行うなど申請者の責任で対応してください。  
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11．お問合せ先並びに申請書類送付先 

〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町 816番地 

鈴鹿商工会議所 総務部地域振興課 

担当者：加藤、平井、小池、杉野 

ＴＥＬ：059-382-3222 ＦＡＸ：059-383-7667 E-mail：soumu@scci.or.jp 

 

 

以上 


